
業務による心理的負荷評価表

特別な出来事

特別な出来事の類型 心理|1負荷の総合評価を もの

・ 生死にかかわる、極度の苦痛を伴う.又は永久労働不能となる後退障害を残す業務上の病気やケガをした
(業務上の傷病による療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)
・ 業務に関連し、他人を死亡させ.又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)
・ 強姦や.本人の意思を抑こして行われたわいせつ行為などのセクシユアルハラスメントを受けた
・ その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの

項 目1関連

項 目3関連
項 目29関連

心理的負荷が極度のもの

極度の長時間労働
・ 発病直前の1か 月におおむね100時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間に
おおむね120時間以上の)時間外労働を行つた 項 目12関連

特別な出来事以外

(総合評価の留意事項)

』辣絋靡閻糀鰺鶉鯰頌:ヅ蜀猾蜀鐵輯蘊炒
(具体的出来事)

②仕事
の失
敗 .過
重な責

任の発
生等

出来事
の類型

平均的な心理
的負荷の強度 心理的負荷の総合諄価の観点

心理的負荷の強度を
'弱
」「中」「強」と判断する具体例    ‐_|‐ |.― '‐

~

弱 中

①事故
や災害
の体験

業務によ
り重度の
病気やケ
ガをした

☆

・ 病気やケガの内容工び程度 (苦
痛や日常生活べの支障の状況を
含む)等
・ その経続する状況 (苦痛や支障
の継続する状況.死の恐怖.事故
等を再度体験することへの恐怖 .
回復の期待・失望のよ況等の症よ
の経過を含む ,
・ 後遺障害の程度.社会復

"の困難性等

【「弱」になる例】
・ 休業を要さない又は数日程度
の体業を要するものであつて.後
退障害を残さない業務上の病気や
ケガをした

【「中」になる例】
・ 短期間の人院を要する業務上
の病気やケガをした
・ 業務上の病気やケガをし.一部
に後遺障害を残すも.現職への復
帰に支障がないようなものであった

【「強」である例)             _
・ 長期間の入院を要する業務■の病気ゃヶ方をした
・ 大きな後遺障害を残すような(労災の障害年金に該当
する、現職への復帰ができなくなる.外形的に明らかで日
常生活にも支障を来すなどの)業務上の病気やケガをした
・ 業務上の病気やケガで療養中の者について.当該傷
病により社会彼帰が困難な状況にあつた、死σ)恐怖や強
い吉痛が生した   |        |

(注 )=死にかかわる等の業務上の病気やケガは.特別な
出来事として評価        ‐

業務に関
連し、悲
惨な事故
や災害の
体験.目
撃をした

☆

・ 本人が体験した場合.予感させ
る被害の内容及び程度.死の恐
怖.事菫等を再度体験することヘ
の恐怖専
・ 他人の事故を目摯した場合.紋
害の内容及び程度.被害者との関
係.本人が複災していた可能性や
救助できた可能性等

【「弱」になる例】
・ 業務に関連し、本人の負饉は軽
症・無傷で.悲惨とまではいえない
事故等の体験 .目 撃をした

【「中」である例】
・ 業務に関連し.本人の負傷は軽
症・無傷で.生命等に支障はない
ような悲惨な事故等の体験、日撃
をした          . .
・ 特に悲惨な事故を目撃したが .
被災者と0関係は浅く、本人が薇
災者を救助できる状況等でもな
かった   |

【「強」になる

'1】
・ 業務に関連し、本人の負傷は軽

=・
無傷であったが.自

らの死を予感させる.あるいは菫大な傷病を招きかれない
程度の事故等を体験した
・ 業務に関連し.被災者が死亡する事故、多量の出血を
伴うような事故等特に悲惨な事故であつて、本人が巻き込
まれる可能性がある状況や、本人が被災者を教助するこ
とができたかもしれない状況を伴う事故を自撃した

業務に関
連し.重
大な人身
事故.菫
人事故を
起こした

☆

・ 事故の内容.大きさ・重大性 .
社会的反響の大きさ.加害の程度
等
・ ペナルティ憤 任追及の有無及
び程度.事後対応の困難性.その
後の業務内容・業務量の程度 .職
場の人間関係 .職場の支援・協力
の有無及び内容等

(え ,本人に過失がない場合も含む.

【「弱」になる例】
・ 軽微な物損事故を生じさせたが
特段の責任追及・事故対応はな
かった
・ 軽微な物損事故を生じさせ.再
発防1とのための対応年を行つた

【f中」になる例】
・ 他人に負わせたケガの程度は
重度ではないが.事後対応に一定
の労力を要した(強い叱責を受け
た.職場の人間関係が悪化した等
を含む )

【「強」である例】
・ 業務に関連し.他人に重度の病気やケガ(項目1参照)
を負わせ、事後対●にも当たつた
・他人に負わせたケガの程度は菫度ではないが、事後対
応に多大な労力を費やしたは給、降格等のユ ペヽナル
ティを課された.職場の人間関係が著しく悪化した等を含
0)

〈注)他人を死亡させる等φ事故は .1● ,IIな出来事として
評価             ‐

多額の損
失を発生
させるな
ど仕事上
のミスをし
た

☆

・ ミスやその結果 (損失.損害等 )
の内容.程度 .社会的反響の大き
さ等
・ ペナルティ 責任追及の有無及
び程度.事後対応の困難性.その
後の業務内容・業務量の程度.職
場の人間関係 .職場の支援・協力
の有無及び内容等

【「弱」になる例】
・ 軽微な仕事上のミスをしたが.
通常想定される指導等を受けたは
かは.特段の事後対応は生じな
かった
・ 軽微な仕事上のミスをし.再発
防上のための対応等を行つた
・ 多頷とはいえない損失 (その後
の業務て容易に回復できる損失 .
社内でたびたび生じる損失等)等
を生じさせ.何らかの事後対応を
行った
・ 不正行為等の疑いのため事実
確認の間.自宅待機等が命じられ
たが.他の例と比べても,衡を失
するものではなく.会社の手続に瑕
疵はなかった

【「中」である例】
・ 会社に大きな損害を与えるなど
のミスをしたが.通常想定される指
導等を受けたほかは.特段●事後
対応は生しなかった
・ 業務上製造する製品の品質に
大き0響 する.取引えとの関係
に大きく影響するなどのミスをし.
事後対応にt当 たつた(取ヨ|えか

宅
lξ
懸昇
、ペナルティを課された等

・ 多螢の損失■を生じさせ、何ら
かの事後対応を行つた

【「強」になる例】
・ 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミス(倒
産を招きかねないミス.大幅な栞績悪化に黎がるミス.会
社の信用を著しく傷つけるミス等)をし.事後対応にも当
たった
・ 会社の経営に影響するなどの重大な仕事上のミスとま
ではいえないが、その事後対応に多大な労力を受やした
轄 成処分、降格.月給額を超える賠償責任の追及等重
いペナルティを課された職 場の人間関係が著しく悪化し
た等を含む)

会社で起
きた事
故.事件
について
責任を問
われた

☆

・ 事故.事件の内容.程度.当該
事故等への関与・表■の程度.社
会的反,の 大きさ等
・ ペナルティの有無及び程度.責
任追及の程度.事後対応の困難
性.その後の業務内容.業務量の
程度.職場の人間関係.職場の支
援・協力の有無及び内容等

(注 ,こ の項目|ま .部下が起こした事故
等 .本人が直接引き起こしたものではな
もヽ事故 .事件について.監督責任等を
問われた場合の心理的質荷を評価す

る.本人|,(直授引き,こした事故争に
ついては.項 目4で評価する.

【f弱」になる例 ]
・ 軽担な事故.事件 (損害等の生
しない事態.その後の業務で容易
に損害等を回復できる事態 .オ■内
でたびたび生じる事態等)の責任
(監督責任等)を一応問われたが.
特段の事後対応はなかった

【「中」である例】
・ 立場や餃責に応じて事緻.事件
の責任 (監督責任等)を問われ .何
らかの亭後対応を行つた

【「強」になる例】
・ 重大な事故.事件岬 産を招きかねない事態や大幅な
実績悪化に業がる事態、会社の信用を著しく傷つける●
態.他人を死亡させ.又は生死に関わるケガを負わせる
事態等)の責任 (監督責任等)を問われ.事後対応に多大
な労力を費やした
. 重大とまではいえない事故.事件ではあるが.その責

`嵯
督責任等)を問われ.立場や職責を大きく上回る事

後対応を行つた(減給.降格等の重いペナルティ・o｀課され
た等を含む)

別表 1

具体的
出来事



出来事
の類型

平均的な心理‐

強鷹||負荷の 心理的負荷の総合評価の視点
肛 i6

業務に関

連し、違

法な行為
や不適切
な行為等
を強要さ
れた

☆

・ 違法性・不適切の程度.強要0
程度 (頻度 .方

=.本
人の,E否等

の状況との関係).本 人の関与の
程度等
・ 事後のペナルティの程度 .事後
対応の困難性.その後の業務内
容・業務量の程度.職場の人間関
係.職場の支援・協力の有無及び
内容等

【f弱」になる例】
・ 業務に関連し.商慣習としては
まれに行われるような違法行為.
不適切な行為・言動を求められた
が.拒 0ことにより終了した

【「中」である例,
・ 業務に関連し.商慣習としては
まれに行われるような運法行為
や.商慣習上不適切とされる行
お.社内で禁上されている行為・言
動等を命しられ.これに従つた

【「強」になる例】
・ 業務に関連し.重大な違法行お (人の生命に関わる違
法行為.発覚した場合に会社の信用を著しく傷つける違法
行為)を命しられた
・ 業務に関連し.反対したにもかかわらず、違法行為■を
執拗に命じられ.や 0なくそれに従つた
・ 業務に関連し.重大な違法行為を命じられ.何度もそれ
に従つた
・ 業務に関連し.強警 れた違法行わ等が発党し.事後
対応に多大な労力を費やした(重いペナルティを課された
等を含む,

達成困難
なノルマ
が課され
た・対応
した・達
成できな
かった

☆

・ ノルマの内容.困難性.強制の
程度.達成できなかった場合の影
響、ペナルティの有無及び内容等
・ ノルマに対応するための業務内
容.業務量の程度.職場の人間関
係.職場の支援・協力の有無及び
内容年
・ 未達成による経営上の影響度 .
ペナルティの有無及び内容等
・ 未達成による事後対応の困難
性.その後の業務内容.業務量の
程度.職場の人間関係.職場の支
援・協力の有無及び内容等

(注 )ノルマには.達成が強く求められる
業綺曰標等を合0.
また.未達成については渕 限に至つ
ていない場合でも

=成
できない状況

が明らかになつたときにはこの項目で評
価する。
(注 )バワーハラスメントに該当する場合
は.項 目22で評価する.

【「弱」になる例】
・ 同種の経験等を有する労働者
であれば達成可能なノルマを課さ
れた
・ ノルマではなしヽ実績目標が示さ
れた(当該日栞が.達成を強く求め
られるものではなかった,
・ ノルマが達成できなかつたが.
何ら事後対応は必要なく.会社か
ら責任を問われること等もなかつた
・ 業績曰標が達成できなかったも
のの.当骸目事の達成は.強く求
められていたものではなかった

【「■」である例】     '|
・ 達成は容易ではないものの、客
観的にみて.メカすれば達成七可
能であるノルマが課され .この達成
に向けた茉議を行つた
・ 達成が容易ではないノルマが課
され.この達成に向け一定の労カ
を姜やした
・ ノルマが達成できなかつたこと
により.その事後対応に一定の労
力を費やした、または一定のペナ
ルティを受けた.強い叱責を受け
た.職場の人間関係が悪化した

【f強」になる例】
・ 客観的に相当な努力があっても達成困難なノルマが課
され、これが達成できない場合には著しい不利益を被るこ
とが明らかで.その達成のため多大な労力を費やした
・ 経営に影響するようなノルマ帷 成できなかつたことによ
り倒産を招きかねないもの.大幅な業燎悪化につながるも
の、会社の信用を著しく傷つけるもの等)が達成できず、そ
のため.事後対応に多大な労力を費やした(懲戒処分.降
格.左連 .賠償責任の道ユといつた重いペナルティを課さ
れた等を含む)
・ 客観的に相当な,力があつても達成困難なノルマが達
成できず.事後対応にも多大な労力を表やした(■いペナ
ルテイを課された等を合0)

新規事業
や、大型
プロジェク
ト(情報シ
ステム構
築等を含
む)などの
担当に
なった

☆

・ 新規事業等の内容.本人の職
責、困難性の程度 .能力と業務内
容のギャップの程度等
・ その後の業務内容.業務■の
程度.職場の人間関係.職場の支
援・協力の有無及び内容等

【「弱」になる例,
・ 軽微な新規事業等(新規事業で
あるが.責任が大きいとはいえな
いもの.期限が定められてい′

`いもの等)の担当になつた

【i■」である例】
・ 新規事業等 (新規・大型プロジェ

クト.新規 :,1究 開発.新規出店の
統活.大型システム導入.会社全
体や不ヌ筆部門の建て直し等.成
功に対する高い。価 が期待されや
りがいも大きいが責任も大きい業
務)の担当になり、当該業務に当
たった

【「強」になる例】
・ 経営に重大な影響のある新規事業等 (失敗した場合に
倒産を招きかねないもの.大幅な業横悪化につな′,くるも
の.会1上の信用を著しく傷つけるもの.成功した場合に合
社の新たな主要事業になるもの等)の担当であつて.事業
の成否に重大な責任のある立場に就き.当該業務に当
たつた

顧客や取
引先から
対応が因
難な注文
や要求等
を受けた

☆

・ 願客・取引先の重要性.注文・
要求・指摘の内容.会社の被る負
担・損害の内容.程度等
・ 事後対応の困難性、その後の
業務内容.業務量の程度.職場の
人間関係 .職場の支援・協力の有
無及び内容等

(注

'こ

こでいうⅢ 求等」とは.契約に付
帯して商慣雪上あり得る要求や.納品
場の不洒合の,1椅年をいう。
(注 瀬 なからの指構割

'本
人のミスに

よる場合は.項 目4で評価する.
また.顧客等の

…

署しい迷惑,
おに該当する場合は.項 目27で 3=価す
る.

【「弱」になる例】
・ 同種0経験等を有する労働者
であれば達成可能な注文を出さ
れ.業務内容・業務量に一定の変
化があつた
・ 要望′・(示されたが、達成を強く
求められるものではなく、業務内
容・業務■に大きな変化もなかつた
・

'1貴

客等から何らかの指摘を受け
たが.特に対応を求められるもの
ではなく.取引関係や.業務内容・
業務量に大きな変化もなかった

【「中」である例,
・ 業務に関連して、顧客や取引先
から対応が困難な注文 (大幅な値
下げや納期の繰上 :デ■度量なる設
計変更等)を受け1何らかの事後
対応ををった
・ 業務に関連して.顧客等から納
品物の不適合の指摘等その内容
は妥当であるが対応が困難な指
摘・要求を受け.その事後対応に
従事した
・ 業務に関連して.顧客等から対
応が困難な要求等を受け.その対
応に従事した

【「強」になる初】
・ 通常なら拒むことが明らかな注文 (業縦の乳 い悪化
が予想される注文.不適切な行わを内包する注文等)では
あるが .重要な顧客や取引先からのものであるためこれを
受け、他部門やЯlの取引先と困難な目整に当たる等の事
後対応に多大な労力を費やした
・ 頭害や取引先から重大なお摘・要求 (大口の顧客等の
要失を招きかわないもの.会社の信用を著しく傷つけるも
の等)を受け.その解消のために他部門や別の取引先と
困難な調整に当たった

10

上司や担
当者の不
在等によ
り.担当
外の業務
を行つた
・責任を
負つた

☆

・ 担当タトの業務の内容.責任.業
務量の程度.本来業務との関係 .
能力・経験とのギヤップ.職場の人
間関係.職場の支援・協力の有無
及び内容等
・ 代行期間等

【「弱」である例】
・ ■司等の不在時に上司等′,(担
当していた業務をヽ行したが.当
該業務は以前から経験しているも
のであった
・ ■司年の不在時に自らが当該
業務の責任者の立場となつたが .
特に責任ある判断を求めら|れる事
態や追

'0の

業務が生じる事態は
生しなかつた

【f中」になる例 ,
・ 上司が長期間不在となり.各労
働者との調整が必要なシフト表0

「

成等.一定の労力を要し責任も
ある業務を継続的に代,した

(「強」になる例】
・ 上司等の急な欠員により.能力燿 験に比して高度か
つ困難′
`担
当外の業務・重大な責任のある業務を長期間

担当することを余儀なくされ.当該業務の送行に多大な労
力を受やした

11

仕事内
容・仕事
量の大き
な変化を
生じさせる
出来事が
あった

・ 業務の内容.困難性.■力・経
験と業務内容のギャップ、職場の
支援・協力の有無及び内容等
・ 時間外労働 .休日労働のよ況と
その変{ヒの程度.勤務間インター
バルの状況等
・ 業務の密度の変化0程度.仕
事内容、■にの変化の程度、仕事
内容の変化の原因に係る社会的
反響の大きさ等

(注摯 病前おおむね6か月において.
時間外労働時間数に大きな苺{しがみら
れる場合には.他の項目で評価される
場合でも.この項目でも評価する.

【「弱」になる例】
・ 仕事内容の変化が容易に対応
できるもの (※ )であり.変化後の
業務の負荷が大きくなかつた
× 多額とはいえない損失の事後
対応.大きな説明会での発表.部
下の増加・減少.所属部署の統廃
合等
・ 仕事量 (時 F・,外労働時間数等)
に.「 中」に至らない程度の変化が
あつた

(1■ 」である例】
・ 担当業務内容の変更.初めて
担当する業務や日常01には実施し
ていない困難な業務の実施.損失
や不具合の発生への対応等によ
t,.仕事内容の大きな変

`と

が生じ
た  _|‐
・ 取引量の急増.担当者の減少 ‐
等により 仕ヽ事■の大きな変化〈時
間外労働時間数としてはおおむね
20時間以上増加し1月 当たりおお
む,1345時 間以上となるなど)が生じ
た
・ 担当取引先からの契約を打ち
切られるなど多1額の損失が見込ま
れる事態が生じ.その原因に本人
は関与していないが.当骸損失を
補うために積極的な営業′.動等の
事後対応を行った

【「強」になる例】
・ 過去にE験したことがない仕事内容.能力・経験に比し
て質的に高度かつ困難な仕事内容等に変更となり、常時
緊張を強いられる状態となつた又はその後の業務に多大
,労力を■やした
・ 仕事二が著しく増力0して時1.,外 労働も大幅に増える(お
おむね倍以上に増加し1月 当たりおお0わ lα 時間以上と
なる)などの状況になり.業務に多大な労力を■やしたく休
憩・体曰を確保するのが困難なほどの状態となつた等を含
む)
・ 会社の経営に影響するなどの特に多額の損失 (倒産を
招きかなない損失.大幅な楽績悪化に黎がる損失等)が
生じ.その原因に本人は関与していないが.樹産を回理す
るための金融機関や取引先への対応等の事後対応に多
大な労力を費やした

12

1か月に
80時間以
上の時間
外労働を

行つた

☆

・ 業務の困難性.龍力・経験と業
務内容のイャップ.職場の支援・協
力の有無及び内容等
・ 業務の密度、業務内容、責任等
・ 長時間労働の継統期間.労働
時間数.勤務間インターバルの状
況年

(■嬢 病前おおむね0か月において.1
か月におおむね80時間,t上の時間外
労働がみられる場合には.他の項目
(■ 日11の仕事量の変化を除く)で:平価
される場合でも.この項日でも評価す
る.

【「弱」になる例】
・ 1か月におおむわ30時間未満
の時間外労働を行つた

(注,他の項目で労働峙 1・,の状況が.=
価されなtヽ 13合 に評価する.

【
`中
」である例】

・ 1か月にお
`簿
ね80時間

'1■の時間外労働を,つた

【f強」になる例」
・ 発病直前の連続した2か月間に、1月 当たりおおむね
120時間以上の時間外労働を行つた
・ 発病直前の連続した3か月間に.1月 当たりおおむね
100時間以上の時間外労働を行つた

〈注)発病直前の1か月におおむね160時間を超える等の
極度の長時間労働は.特別な出来事として評価

③仕事
の量・

質

具体的
出来事

弱

☆



出`来事
_の類型 :

平
'的
な0理 |

"負
‐●|の強菫

13

2週間以
上にわ
たつて休
日のない
連続勤務
を行つた

☆

ヽ

・ 業務の困難性.能力・経験と業
務内容のギャップ.職場0支援・協
力の有無及び内容等
・ 業務の密度.業務内容.責任等
及びそれらの変化の程度等
・ 連続勤務の継続期間.労働時
間数.動務間インターパルの状況
等

【「弱」になる例】
・ 休日労働を行つた
・ 休日出勤により連続勁務となつ
たが.休 日の労働時間が特に短い
ものであつた

【「中」である例】
・ 平日の時間外労1動だけではこ
なせない業務豊がある.休日に対
応しなければならない業務‐が生じ
た等の事情により.2週間以上に
わたつて連続勤務を行つた(1日 当
たりの労働時間が特に短い場合を
1ヽく)

【「強」になる例】
・ 1か月以上にわたって連続勤務を行つた
_2週哩

`上

にわたって連続勤務を行い.その間.連日、
深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行つた
くいずれも.1日 当たりの労働時間が特に短い場合を除く)

14

感染症等
の病気や
事故の危
険性が高
い業務に
従事した

☆

・ 業務の内容・困難性くばく露の
おそれがある病原体・化学物質等
の有害因子の性質・危険性等を含
む).11し力毒 躾と業務内容の
イヤップ.職場の支援・協力(教育
コ|1練 0状況や肪護・災害防止対策
の状況等を含む)の有無及び内容
等
・ 当該業務に従事する継緯.その
予測の度合.当該業務の継続期
間等

【「弱」になる例】
・ 重篤ではない感染症等の病気
や事故の危険性がある業務に従
事した
・ 感染症等の病気や事故の危険
性がある業務ではあるが.防護等
の対策の負担は大きいものではな
かった

【「中」である例】
・ 感業症等の病気や事改の危険
性が高しヽ業務に従事し.防護等対
策も一定の負担を伴うものであつ
たが.確立した対策を実施すること
等により職員の|,スクは低減され
ていた

【「強」になる例】
・ 新奥感栞症の感業の危険性が高い業務等に急逮従事
することとなり.防護対策も試行皓誤しながら実施する中
で.施設内における感来年の様書拡大も生じ.死の恐怖
等を感じつつ業務を継続した

15

勤務形
態、作業
速度.4
業環境等
の変化や
不規則な
勤務が
あった

☆

・ 交替制勤務 .深夜勤務等.勤務
形態の変化の内容.変化の程度 .
変化に三る経緯、変化後の状況等
・ 作業達鷹 (仕事のベース).作
業環境 (騒音.照 明.温度 .湿度 .
換気.臭気等).十 業場所の変化
0内容.変化の程度、変化に至る
経緯.変化後の状況等
・ 勤務の不規則な程度.―般的
な日常生活・労働者の過去の経験
とのギャップ.深夜勤務や勤務間
インターバルの状況等

【r弱」である例】
・ 曰勤がら夜勁.交普制勤務等に
変更になつたが、業務内容・業務

|

量にも変員はなかった
・ 自分の勤務形態がテレワークに
なった.部下.上司.同僚等がテレ
ワークになつた

【「中」になる例】
・ 客観的に夜動への対応が困難
な事情があり.これを会社が把握
していたにもかかわらず猥回の夜
動を合む勤務に変更となり、睡眠
時間帯が不規則な状況となつた

【「強」になる例】
・ 勤務形態が頻回の急な変更により著しく不規則となり、
その予測も困難であつて.生理的に必要な睡眠時間をまと
まつて確保てきない状況となり.がつこれが継続した

16

④役
割・地

位の変
化等

退職を強
要された ☆

・ 退職強要褪 職勧奨に至る理
由・経緯、退職強要等の態様 .強
要の程度.職場の人間関係等
・ 解雇に三る理由・経過.解雇通
告や理由説明の態様.職場の人
間関係等

(注 )ここでいう際 雇」には功 働契約
の形式上期間を定めて雇用されている
者であつても.当該契約が期間の定め
のない契約と実質的に異ならない状態
となつている場合の雇止めの通知を
合む。

【「弱」になる例】
・ 退職勧奨が行われたが.退職
強要とはいえず.断ることによつて
終了し.職場の人間関係への悪影
響もなかった
・ 業務状況や労働条件に関する
面談の中で■司等から退職に関す
る発言があつた●,(.客 観01に退職
勧奨がなされたとはいえないもの
であつた
・ 早期退職制度の対象となり.年
齢等の要件に合致して早期退職者
の募集とこれに係る個人面談が薇
数回なされたが.当該制度の利用
が強いられたものではなかった

【「中」になる例】
・ 強い退職勧奨 (早期退織制度
の強い利用勧奨を含む)が行われ
たが.その方法.頻度等からして
強要とはいえないものであつた

【f強 ,である例】            .
・ 退職φ意思のないことを表明しているにもかかわらず.
長時間にわたり又は咸[的な方法等によt,:執拗に退職
を求められた              |_
・ 突然解産0通告を受け、何ら理由が説明されることなく
又は明らかに不合理な理自が説明され.更なる説明を求
めても応じられず、撤回されることもなかった |

17
転勤・配
置転換等
があつた

☆

・ 職コ .職務の変化の程度.■
勤匈 置転換等の理由・経韓等
・ 転動の場合.単身赴任の有無 .
海外の治安の状況等
・ 業務の困難性.能力・経験と業
務内容のギャップ等
・ その後の業務内容.業務■の
程度.職場の人間関係.職場の支
援・協力の有無及び内容等

(注 )出向を含む.

【「弱」になる例】
・ 以前に経験した場所・業務であ
る等.転勤輌 置転換等の後の業
務が容易に対応できるものであり.
変化後の業務0負荷が軽微で
あった

【「中」である例】     ‐
・ 過去に経験した場所・業務では
ないものの.経験.年齢.職種等に
応した通常の転勤婉 置転換等で
あり.その後の業務に対応した

く注〉ここで0「転勤」は、勤務場所
の変更であって転居を伴うものを
指す
`「

配置転換」は.所属部署
い 当係等).勤 務場所の変更を指
し.転月を伴うものを除く.

【「強」になる例】
・ 転勁先は初めて赴任する外国であつて現地の職員との
合話が不能.治安ま況が不安といつたような事情から、お
勁後の業務遂行に著しい困難を伴つた
・ 配置転換後の業務が.過去に経験した業務と全く異な
る質のものであり、これに対応するのに多大な労力を費や
した
・ 配置
=換
後の地位′0(.過去の経験からみて異例なほ

ど重い責任が課されるものであり.これに対応するのに多
大な労力を受やした
・ 配置転換の内容がな週 (明らかな降格で配置転換とし
ては異例、不査理なもの)であつて職場内で孤立した状況
になり.配置鮨換後の業務連行に著しい困難を伴つた

18

複数名で
担当して
いた業務
を1人で
担当する
ようになっ
た

☆

・ 職務、責任.業務内容.業務量
の変化の程度等
・ その後の業務内容.業務量の
程度、職場の人間関係.職場の支
援・協力の有無及び内容等

:「弱」になる例】
・ 複数名で担当していた業務を一
人で担当するようになったが.業務
内容・業務量はほとんど変化がな
かつた、職場の支援が十分になさ
れていた
・ 複数名で担当していた業務を―
人で担当するようになったが.研
修・引経期間等の終了に伴うもの
で.本来一人で担当することが予
定されたものであつた

【「中」である例】
・ 複数名て1日当していた業務を一

人で担当するようになり.業務内
容・業務量が増加するとともに.職
場の支援が少なく業務に係る相談
や体暇取得が困難となつた

:「強」になる例】
・ 人員肖1減等のため業務を一人で,旦当するようになり.
職場の支援等もなされず孤立した状態で業務内容、業務
■、責任が著しく増加して業務き度が高まり、必要な体
憩・体曰も取れない等常時緊張を強いられるような状態と
なつて業務逮行に著しい困難を伴った

19

雇用形態
や国籍.
性別等を
理由に.
不利益な
処遇等を
受けた

☆

・ 不利益な処遇等 (差別に該当す
る場合も含む)の理由・経緯、内
容、程度.職場の人間関係等
・ その継続する状況

【「弱」になる例】
・ 労働者間に処退の差臭がある
が、その差は小さいものであった.
又は理由のあるものであつた
・ |="な不利益処遇を受けたが .
理由のあるものであった (客観的に
は不利益とはいえないものも含む)

【「中」である例】
・ 非正規雇用労働者であるなど
の雇用形態や国籍 .性別等の理
由.又はその他の理由によt,.不

利益な処遇等を受けた

【「強」になる例】
・ 雇用 :I′態や国籍.人種.信条 .■別等を理由になされ
た仕事上の差別.不利益取扱いの程度が若しく大きく.人
権を否定するようなものであって.がつこれが継続した

X性 的指向・性自2に 関する差別等を含む.

20

自分の昇
格・昇進
等の立
場・地位
の変更が
あつた

☆

・ 域務・責任.職場における役割
位置付けの変化●程度等
・ その後の業務内容.職場の人
間関係等

【「弱」である例】
・ 昇進し管理業務等を新たに,日
当することとなつたが、本人の能力
や経験と乖離したものではなかっ
た

【「中」になる例】
・ 本人の経験等と著しく乖離した
責任が課せられたものであった
が.職場内における研修・支援等
があt'.昇進後の職責は困難なも
のではなかつた

【「強,になる例】
・ 本人0経験等と著しく乖離した重い責任・極めて困難な
眈責が課せられ.職場の支援等もなされず孤立した状態
て当該職貴を果たすこととなり、当該昇進後の業務に多大
な労力を費やした

雇用契約

期間の

満了が

迫つた

☆

・ 契約締結時.期間満了前の説
明の有無.その内容.その後の状
況.職場の人間関係等

【「弱」である例】
・ 契約期間の満 7が迫ったが.契
約更新が見込まれるものであった
‐ 契約終了(雇止め)の通告が
あったが.事前に十分な説明が尽
くされる等.契約更新が期待される
ものではなかった
・ 派遣えにおける派遣期間の終
了が追ったが.派遣元において雇
用維持がなされる状況であった

【f中」になる例】
・ 事前の説明が尽くされていな
い突然の契約終了(雇上め)通告
であり契約終了までの期間が短
かった

【「強」になる例】
・ 契約の更す等を強く期待することが合理的な状況で
あった〈上司等がそのような言動を継続的に行つていた)
にもかかわらず、突然に契約終了(雇止め)が通告され .
通告時の態様も著しく配慮を欠くものであつた
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_出来事
.の類型

T,的な,じ理
的資荷の強度 心理

',負
荷の総合評価の視点

心理的負荷の摯事を
「弱」r中」「強」と響麟する具体例

22
0パ ワ
ーハラ
スメント

上司等か

ら.身体
的攻撃、
精神的攻

撃等のパ

ワーハラ
スメントを

受けた

☆

・ 指導批 責等の言動に至る経緯
や状況争
・ 身体,1攻 撃.精神的夕撃等の
内容.程度 .上司(経営著を含む )
等とのは務上の関係等
・ 反復・継続など執拗性の状況
・ 就業環境を害する程度
・ 会社の対応の有無及び内容 .
欧誉の状況等

(注 )当酸出来事の評価対象とならない
対人関係のトラブルは.出来事の類型
「ヽ人関係」の各出来事で評価する.
(注 )「上司等」には繊 務上の地位が上
位の者のほか.向僚又は部下であつて
も.業 務上必要様 ,議や豊富な経験を
有しており.その書の協力が得られなけ
れば業務の∩清な遂行を行うことが困
難な場合.同條又は部下からの集国に
よる行為でこれに抵抗又は拒絶するこ
とが困難である場合も音む.

【「弱」になる例】
・ 上司等による「中」に至らない程
度の身体的攻撃.精神的■撃等
′,(行われた

【「中」になる例】
・ 上司等による次のような身体的
攻撃・精神的攻撃等が行われ.行
為が反復燿 続していない

・ 治療を要きない程度の暴行に
よる身体的攻撃

・ 人格や人間性を否定するよう
な.業務上

',ら

かに必要性が
ない又は業務の目的を返脱し
た精神的攻撃
・ 必要以上に長時間にわたる
叱責.他の労働者の面前にお
ける咸[的な叱責など.態様や
手段が社会通念に照らして
許容される範囲を超える精神
的攻撃

・ 無視等の人間関係からの切り
離し

'業務上明らかに不要なことや
送行不可能なことを強制する
等の過大な要求

・ 業務上o合理性なくせ事を与
えない等の過小な要求
・ 私的なことに過度に立ち入る
個の長害

【「強」である例】         ‐_|
・ ■司等から、治療を要する程度の暴行等の身体的攻
撃を受けた   |‐             ‐_‐ ||
・ ■司■から、暴行等の身体的攻撃を反復・継続するな
どして執拗に受けた      |‐ |   `|
・ ■司等から.次のような精神的攻撃等を反復・継続する
などして執拗に受けた
・ 人格や人 |・1性を香定するような.業務上明らかに必要
性がない又は業務の目的を大きく逸脱した精神|1攻撃

・ 必要以上に量時間にわたる厳ししヽ叱責、他の労働者
の面前における大声での威圧的な叱表など、態様や手
段が社会遠念に照らして許容される範囲を建える精神
的攻撃
‐ ‐   ‐‐

・ 無視等の人間関係からの初り離し  
―  ・

・ 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制
する等0週大な要求
・ 業務上の管理性なく士事を与えない等の過小な要求
・ 私的なことに過度に立ち入る個の侵害
・ 1い理的負荷としては「中燿 度の身体的攻摯、精神的
攻撃等を受けた場合であって.会社に相談しても又は会
社がパワーハラスメントがあると把握していても適切な対
応がなく.改善がなされなかった

× 性的指向・性自認に関する精神|1攻 撃等を含0.
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同僚等か
ら.暴行
又はひど
いいじめ・

嫌がらせ
を受Iナた

☆

・ 暴行又はいじめ・味がらせに三
る経緯や状況等
・ 暴●又はいじめ・燎がらせの内
容.程度.同僚等との職務上の関
係等
・ 反復・継綺など熟拗性の状況
・ 会社の対応の有無及び内容 .
改善の状況等

【「弱」になる例】
・ 同僚等から.「中」に奎らなしヽ程
度の言動を受けた

【「中」になる例】
・ 同僚等から.治療を要きない程
度の暴行を受け.行為が反復・継
続していない
・ 同僚等から.人格や人間性を否
定するような言動を受け.■場が
反復・継続していない

【「強」である例】
・ 同僚等から.治振を要する程度の署行ヽを受けた
・ 同僚修から.暴行等を反複燿続するなどして執拗に受
けた
・ 同僚等からt人格や人間性を否定するよう0言動を農
復響 続するなどして執拗に受けた
・ ,い理的負荷としては「中燿 度の暴行又はいじめ憐 が
らせを受けた場合であつて.=社に相談しても又は会なが
暴行若しくはいじめ・嫌がらせがあると把握していても適切
な対応がなく改善′,くなされなかつた   |    |

※ |■的指向・性自認に関するいじめ等を含む.
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上司とのト
ラブルが
あった

☆

・ トラブルに奎る経緯や択況等
・ トラブルの内容.程度.回数.■
司〈経営者を含む〉とのは務上の
関係等
・ その後の業務への支障等
・ 会社の対応の有無及び内容 .
改善の状況等

【「弱」になる例】
・ 上司から.業務指導の範囲内で
ある指導・叱責を受けた
・ 業務をめぐる方針等において.
上司との考え方の相逮が生した
(容観的にはトラブルとはいえない
ものも含む)

【f中」である例】 .

・ 上司から、業務指導0毎国内で
ある強い指導・叱責を受けた.´  |
・ 業務をめぐる方針等において.
周囲からも客苺的に認識されるよ
うな大きな対立が上司との間に生
した

【『強」になる例】
・ 業務をめぐる方針等において、周囲からも客観的に認
識されるような大きな対立が上司との間に生じ、その後の
業務に大きな支障を来した

25
同僚とのト
ラブルが
あった

☆

・ トラブルに至る経織や状況等
・ トラブルの内容 .程度.口数.同
僚との職務上の間係等
・ その後の業務への支障等
・ 会社の対応の有無及 u〈内容 .
改善の状況等

:「弱」になる例】
・ 業務をめぐる方針寧において.
同僚との考え方の相逮がユ た
(客観的にはトラブルとはいえない
ものも含む )

【「中」である例】
・ 業務をめぐる方針年において.
周国からも客観的に認識されるよ
うな大きな対立が同僚との再によ
した
・ 同慨との対立によt,.本来得ら
れるべき業務上必要な協力′,｀得ら
れず.業務に一定の影響が生した

【f強」になる例】
・ 業務をめぐる方針等において.周囲からも客観的に認
識されるような大きな対立が多数の曰僚との間に又は猥
繁に生じ.その後の業務に大きな支障を来した

26
部下とのト
ラブルが
あった

☆

・ トラブルに至る経緯や状況ヽ
・ トラブルの内容.程度.回戦.部
下との餃務上の関係等
・ その後0業務への支障等
・ 会社の対応の有無及び内容 .
改善の状況等

【「弱」になる例】
・ 業務をめぐる方針等において.
部下との考え方の相違が生した
(客観的にはトラブルとはいえ′

`いものも含む)

【「■」である例】
・ 業務をめぐる方針等において.
周囲からも客●的に認識されるよ
うな大きな対立が部下との間に生
した
・ 部下との対立により.本来得ら
れるべき業務■必要な協力が得ら
れす.業務に一定の影響が生した

【「強」になる例】
・ 業務をめぐる方針等において.周囲からも客観的に認
識されるような大きな対立が多数の部下とのF●1に又は頻
繁に生じ.その後の業務に大きな文障を来した
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顧客や取
引先.施
設利用者
等から著
しい迷惑
行為を受
けた

☆

・ 迷惑行為に至る縫緯や状況等
・ 迷惑行わの内容 .程度輌 客専
(相手方)との職務上の関係等
・ 反復・継続など執拗性の林況
・ その後の業務への支障等
・ 会社の対応の有無及び内容、
改善の状況等

(注 )著しい迷惑行為とは爆 行.脅迫
ひどい暴言.署しく不当な要求等をい

【「弱」になる例】
・ 顧客等から.f中 」に至らない程
度の言動を受けた

【「中」である例】
・ 顧客等から治環を要さない程度
の暴行を受け.行為が反復墨 続
していない
・ 順客等から.人格や人間性を否
定するような言動を受け、行わが
反復響 続していない
・ 顧客年から.威圧的な言動など
その態様や手,本社会通念に照
らして

“

容される範囲を超える著し
い迷感行為を受け1行為が反壼・

継続していない

【「強」になる例】
・ 顆客等から.着栞を要する程度の星行等を受けた
・ 顆客等から.墨,等を反■・継続するなどして執拗に受
けた
・ 願客等から、人権や人間性を否定するような言動を反
復・継続するなどして執拗に受けた
・ 願客等から、威圧的な言動などその態機や手段が社会
通念に照らして許容される範囲を超える著しい迷惑行為
を.反復・継続するなどして談拗に受けた
・ ,い理的負荷としては「中」程度の迷感行為を受けた場
合であつて.会社に相談しても又は全

“
`迷
惑行為を把握

していても適切な対応がなく.改善がなされなかった
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■司が替
わる等、
職場の人
間関係に
変4ヒが
あった

☆
・ 人間関係の変化の内容等
・ その後の業務への支障等

【f弱」である例】
・ 上司が普わつたが.特に業務内
容に変更もなく.上司との関係に問
題もなかつた
・ 良,な関係にあつた■司.同僚
等が異動褪 職した
・ 同僚・後輩に昇進で先を越され
たが.人間関係に問題が生したも
のではなかつた

(■)上司が替わった.同僚等に昇進て先を越された等に伴い.上司・同僚等との関係に問題
が生したときには、項目22～ 25で評価する.
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⑦セク
ンユア
フレハラ
スメン
ト

セクシュ
アルバラ
スメント
を受けた

☆

・ セクシュアルハラスメントの内
容.程度等
・ その継続する状況
・ 会社の対応の有無及び内容 .
改善の状況.職場の人間関係等

`「

弱」になる例】
・「OOちやん」等のセクシュアル
ハラスメントに当たる発言をされた
・ 職場内に水着姿の女性のボス

ター等を渇示された

【「■」である例】
・ 胸や腰等への身体接触を合0
セクシュアルハラスメントであつて

も.行為が継続しておらず.会社が
適切かつ迅速に対応し発病前に解
決した
・ 身体揉触のない性的な発言の
みのセクシュアルハラスメントで
あって、発言が継続していない
・ 身体接触のない性的な発言の
みのセクシュアルハラスメントで

あつて、複数回行われたものの .
会社が適切かつ迅速に対応し発
病前にそれが終了した

【「強」になる例】
・ 胸や腰等への身体柱触を含むセクシユアル′ヽラスメント
であって.継続して,われた
・ 胸や腰等への身体接触を合むセクシュアルハラスメント
であつて.行わは継続していないが.会社に相談しても適
切な対応がなく.改善がなされなかつた又は会社への相
談等の後に職場の人間関係が悪化した
・ 身体接触のない性的な発言のみのセクシェアルハラス
メントであつて.発言の中に人格を否定するようなものを合
み.かつ継続してなされた
・ 身体接触0ない性的な発言のみのセクシュアル′ヽラス
メントであつて.性的な発言が継続してなされ.会社に相談
しても又は会社 `,(セクシュアルハラスメントがあると把捏じ
ていても適|"な対応がなく.改善がなされなかった

〈注)強豪や.本人の意思をド,Eして行われたわいせつ行
為などのセクシュアルハラスメントは.特別な出来事として

評価

1か月おおむね100時間の時間夕ヽ労働を「恒常的長時間労働」の状況とし.次の0～③の場合には当該具体的出来事00理的負荷を「強」と判断する。
0具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価され.かつ、出来事の後には常的長時Fol労働が認められる場合
② 具体的出来事の心理的負荷の強度が労働時間を加味せずに「中」程度と評価され、かつ.出来事の前に恒常的長時F・う労働が認められ.出来事後すぐに(出来事
後おおむね10日以内に)発病に至っている場合.又は.出来事後すぐに発病には至っていないが事後対応に多大な労力を費やしそ0後発れ た場合
③ 具体的出来事の心理的負荷の強度が.労働時間を加味せずに「弱」程度と評価され.かつ.出来事の前よび後にそれぞれ恒常的長時間労働が認められる場合

具体的
出来事

⑥対人
関係

【恒常的長時間労働がある場合に
「強」となる具体例】


